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るが、それ以外にも、クリニック、研究所、運

動施設、保養所、物流施設、事業所、商業施設

など様々な案件が認定されている。

今後、本制度の認定取得の拡大に向けては、大

都市（東京・大阪）だけではなく、地方都市も含

めてエリアへの展開を広げていく必要がある。事

業種別でいうと、複合再開発事業だけでなく、よ

り幅広い事業（工場、商業施設、集合住宅、研修

施設等）で認定取得を目指してもらう必要がある。

また、本制度は、それぞれの都市緑地の地域

特性や事業特性に応じて、緑地の質の向上を図

る様々な取組みが評価対象となるように、「気候

変動対策」・「生物多様性の確保」・「Well-beingの

向上」の領域別に選択項目を設けているが、過

年度の認定計画では 3 つの領域別の点数の比率

に偏りが生じている。認定計画ごとに領域別の

比率が異なることは各緑地の特徴を示しており

望ましいと考えられる一方、全体平均をみても、

生物多様性の確保・Well-beingの向上の比率が

高く、気候変動対策の比率が低い傾向となって

おり、改善が必要と考えられる。

3領域の評価項目を個別にみると、例えば「緑

地による温室効果ガスの吸収」などは具体的な

数値を算出して根拠資料を提出する必要がある

が、資料の作成に時間がかかるといった声があ

り、このような申請者負担の軽減が求められる。

さらに、評価項目としては上記の 3領域に目

が行きがちだが、ベースの評価項目である「マ

ネジメント・ガバナンス」も審査において重要

なポイントである。特に、「事業の目的・目標の

明確化」・「整備・維持管理計画の作成」・「モニタ

リングの実施」の 3項目は、相互に関連する内容
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く件数が少なかった。今年度は、申請受付の前に事前相談 
の期間を確保しており、新規の申請をスムーズに受け付け

られるよう体制を整えている。具体的には、4～6 月に事

前相談、7、8 月に申請受付、翌年 2 月に認定公表を予定

している（図図 7）。制度や申請に関するお問い合わせは随

時受け付けているので、HP に記載の問合せ先までお気軽

にご連絡いただきたい。 
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であることが必要となる。設定した目標を達成

するために必要な整備・維持管理の具体的な計

画内容や、目標の中で設定した定量的なアウト

カム指標を測定するための適切なモニタリング

計画が必要となる。目標と関連するアウトカム

指標の設定等に苦労するパターンもあり、申請

者用の手引きにおいて指標例の充実化等も求め

られる。

5. 評価基準等の見直し

本制度の創設に当たっては、「民間投資による

良質な都市緑地の確保に向けた評価のあり方検

討会」で議論を重ね、2023年に中間とりまとめ

を公表しているが、その中で「陳腐化しないよ

う柔軟に更新すること」が基本的な考え方とし

て掲げられている。

これまでの運用で出てきた課題や、国内外に

おける社会状況の変化等を踏まえ、評価の基準

等の見直しを検討するため、2025年10月、12月

に「優良緑地確保計画認定制度における評価の

基準に関する有識者会議」を開催した。

まず地方都市においては、認定対象事業の緑

地面積の要件が厳しいという意見が多く、東京

都以外の都市における緑地面積・割合の状況か

ら、「量」の部分の基準を見直した。東京都以外

の都市では、緑地面積1,000㎡以上かつ緑地割合

10％以上の事業の割合が 10 ～ 15％程度で、緑

地面積500㎡以上かつ緑地割合10％以上の事業

の割合が 20 ～ 30％程度となっている。本制度

が「緑地の上位20％が認定を受ける水準となる

ことを目指す」ものであることを踏まえ、1,000

㎡未満であっても質の高い緑地は認定対象とで

きるように、緑地面積の基準を「1,000㎡以上」か

ら「500㎡以上」に引き下げることとした。

また、「気候変動対策」・「生物多様性の確保」・

「Well-beingの向上」の点数の比率の偏りを平準

化すること等を念頭に、3領域のバランスを考慮

した必須・選択項目の見直しを行った。特に気

候変動対策においては、近年の豪雨災害等を踏

まえた適応策に対する社会的関心が高まってい

ることから、「雨水の貯留浸透」を選択項目から必

須項目に引き上げた。一方で、降雨時に潅水を

しない制御を高く評価するなどの要件の緩和や、

陸域と水域の移行帯となるエコトーンの形成な

どに関する基準の明確化を行った評価項目もあ

る。こうした見直しを行いつつ、全体として求

める「質」の部分はこれまでと同じレベルを維持

している（図6）。なお、見直し後の新評価基準に

ついては、事業者等への周知・準備期間が必要

なため、2027年度からの適用を予定している。

さらに、申請・認定取得に係る申請者負担の

軽減に向けて、根拠資料となる数値の算定を支

援するツールの提供、手引きの改訂・充実化等

も行っている。資料作成等の申請者負担を軽減

することで、より多様な主体からの申請が行わ

れることを期待する。

認定スケジュールについても改善を図ってい

る。2024年度は本制度の設計段階のトライアル

審査から参画いただいていた案件が多かったが、

2025年度は新規に検討いただいた案件が出てき

ている。しかし、前年度の認定からあまり間を

置かずに申請受付を開始したため、準備期間が

短く件数が少なかった。今年度は、申請受付の

前に事前相談の期間を確保しており、新規の申

請をスムーズに受け付けられるよう体制を整え

ている。具体的には、4 ～ 6月に事前相談、7、

8月に申請受付、翌年2月に認定公表を予定して

いる（図7）。制度や申請に関するお問い合わせ

は随時受け付けているので、HPに記載の問合せ
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図６　評価基準見直しの主なポイント 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

図６ 評価基準見直しの主なポイント 

図７ 認定のスケジュール 
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